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議会運営委員会会議録（令和６年３月19日） 

 

出席委員  原委員長 大浦副委員長 吉森委員 岩城委員 古沢委員 開田委員 

尾崎議長（オブザーバー） 

欠席委員  なし 

説明のため出席した職員  石川総務部長 高倉総務課長 

職務のため出席した事務局職員  落合局長 中田局長補佐 

 

午前９時00分開会 

【原委員長】 これより議会運営委員会を開催いたします。 

 会議日程は、お手元に配付をしたとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名委員の指名をいたします。吉森委員、大浦副委員長にお願いをい

たします。 

 日程第２ 議案の追加提案等についてを議題といたします。 

 当局からの説明を求めます。 

【石川総務部長】 おはようございます。 

本定例会に追加提出する議案の概要について、ご説明いたします。 

追加議案につきましては、人事案件が３件でございます。内容につきましては、担当課

長のほうから説明させていただきます。 

【高倉総務課長】 人事案件の追加議案としまして、３件提出させていただいております。 

議案第36号から38号については人事案件の議案でありますが、人権擁護委員６名のうち

３名の方が本年６月30日をもって任期が満了いたしますので、今回、毛利勝明さん、石坂

好美さん、石政智子さんを適任と認め、推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

石坂さんと石政さんは再任ということで説明は割愛させていただきますが、毛利さんの

略歴を簡単にご説明いたします。後ろのページ、お願いいたします。 

毛利勝明さん、昭和34年生まれということで、民間企業をご経験後、今年の１月まで上

小泉町内会の副会長をされておられました。 

簡単ですが、私のほうからの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

【原委員長】 ありがとうございました。 



 －2－ 

 ただいまの説明について、委員の皆さんから質問ありますでしょうか。 

 （質疑する者なし） 

【原委員長】 ないようであります。 

 当局から、その他で何かありますでしょうか。 

【石川総務部長】 ございません。 

【原委員長】 それでは、当局の皆さん方には退席をお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 （当局退室） 

【原委員長】 それでは、日程第３ 議員提出議案についてに入ります。 

 事務局のほうから説明をお願いいたします。 

【落合局長】 議員提出議案につきましては、２件ございます。議員提出議案第１号は年

金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書、第２号は厚生年金への地方

議会議員の加入を求める意見書でございまして、先般、議会運営委員会で不一致となり、

その後議員間で協議され、議員提案されるものでございます。 

議案第１号のほうは、吉森議員、竹原議員を提出者とし、提案理由説明は吉森議員が行

います。第２号のほうは、開田議員、竹原議員、中川議員を提出者とし、提案理由説明は

開田議員が行われます。 

なお、第１号については古沢議員さん、第２号については水橋議員さんの反対討論が予

定されております。 

以上です。 

【原委員長】 ありがとうございました。 

今ほどの説明に対し、ご意見ございませんでしょうか。 

 （特になし） 

【原委員長】 ないようでありますので、事務局の説明のとおり、議員提出議案が２件提

出されるということであります。 

 日程第４ その他に入ります。 

 定例会最終日に係る議事の流れについて、事務局から説明をお願いいたします。 

【落合局長】 お手元に「３月定例会最終日に係る議事の流れ」をお配りしております。 

日程の第１、委員長報告。各常任委員長、予算特別委員長から委員長報告があり、委員

長報告に対しての質疑、討論、採決が行われます。 
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日程第２から第４については、議案の追加提案。今ほど当局から説明のありました議案

第36号、37号、38号の人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

これについては、委員会付託を省略し、質疑、討論を行わない旨を決定し、直ちに採決

を行います。 

日程第５、第６については、今ほどご説明した議員提出議案でございます。議案第１号、

第２号が提出されます。 

日程第７については、議員派遣２件ございます。これがございます。 

日程第８は閉会中の継続審査。 

最後に、市長から閉会の挨拶があり、閉会となります。 

以上であります。 

【原委員長】 今ほどの事務局からの説明に対しまして、何かご意見、ご質問ありません

でしょうか。 

 （特になし） 

【原委員長】 ないようでありますので、このとおり議事の流れのとおり進めさせていた

だきます。 

 それでは、その他ということで、私のほうから一つ皆様方にお願いを申し上げます。 

 この３月定例会から、議員、それから当局、議場にタブレットを持ち込みまして、議案

説明、審査を行ったところであります。 

この３月定例会、実際、タブレットを使ってみての不都合、また感じたこと、当局への

要望、改善点などについて、一度皆様方の意見を取りまとめしておきたいと考えておりま

す。 

つきましては、皆さんのところに用紙があると思います。各会派・グループごとに協議

していただきまして、次回４月10日開催の議会運営委員会協議会まで報告をしていただき

たいと思います。 

様式を配付してありますが、その内容にこだわらず、自由に話し合っていただければと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 じゃ、その他で委員から何か。 

【大浦副委員長】 ４月10日に提出。 

【原委員長】 はい。 

この用紙にこだわらず、先ほど言いましたけど、ほかのところでも何か言いたいことが
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あるとか対応すべきことがあれば、また別に、どういう様式でも構いませんので、よろし

くお願いいたします。 

【大浦副委員長】 何か書いてあることは、タブレットと関係ないような気がして。自由

ということなんですか。タブレットにかかわらず、ということでいいんですね。 

【原委員長】 そうですね。それはタブレットにかかわらずでもいいと思います。 

【大浦副委員長】 どういうことか。 

【原委員長】 ここに書いてある、例えば、未定稿をもう少し詳しく書けとか、そういっ

た意見もあろうかと思いますし、いろんな形で、タブレットを使ってみてのものも含めて、

皆さんの意見をお聞かせ願えればと。 

【大浦副委員長】 踏まえですか。 

【原委員長】 はい。 

【古沢委員】 タブレットに関係しているもの。 

【落合局長】 これ、あくまで審議していただくための視点というか、観点についてちょ

っと羅列しただけなんですけれども、タブレットを使用して審議していくに当たり、例え

ば予算書の説明欄、こういった事項をもうちょっと詳しく書いてもらいたいとか、説明の

仕方をこういうふうにしてもらいたいとか、資料については、縦横交じったような資料だ

ったりする場合は、ここをそろえてもらいたいとか、そういったような要望も入ってくる

んじゃないかと思いますが、これにこだわらず、今回、３月定例会を踏まえて、ちょっと

不都合に感じたこととかを自由に書いていただければというふうに思っております。 

【原委員長】 よろしいですか。 

【大浦副委員長】 いや、タブレットだけではなくということ。 

【原委員長】 まあ、タブレットも。 

【岩城委員】 いいかれども、出したわ、できんとかあるがでないが。当局は改善できる

がけ。やってみんにゃ分からんてか。 

【落合局長】 議会からの取りまとめた結果が、全て当局が対応できるといった類いのも

のではないものもあると思いますけれども、まずこういった要望があるということを当局

に示すことが大事なのかなというふうに思っています。 

当然、できることとできないこと、対応できること、できないこともあると思いますけ

れども、お互いやりやすいようにしていくためにという話合いの材料になると思いますの

で、そういった観点で意見を出していただければと思っております。 
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【原委員長】 今岩城委員が言われたように、出したものが全て解決に向かうがかといえ

ば、そうでもないと思うがですけども、もし当局で改善できる点があれば、少しでも改善

につながっていけばいいかなというふうな観点でやってもらいたいと思います。 

【大浦副委員長】 はい。 

【原委員長】 では、その他については、それで、よろしいですね。 

 （特になし） 

【原委員長】 事務局から何かありますでしょうか。 

【落合局長】 お手元に配付させてもらっておりますけれども、６月定例会の日程案、あ

くまで参考ですが、お示ししております。 

本来、来月10日の議会運営委員会協議会で正式決定されるものでございますけれども、

年度当初の慌ただしい時期でもありますし、案として早めにお示しするものであります。 

今年は全国市長会の定期総会がありまして、市長が６月11日、12日が不在となることな

どを鑑みまして、10日開催としたらどうかと考えております。不都合やご意見等があれば

協議いただきまして、また次回の議運で正式に決定していただければと思っております。 

また、４月10日は、当局からは追加の議決事件ということで、５年以上の計画策定案件

等が示される予定になっております。 

また、さきの議会運営委員会で話のありました県内他市の災害時対応マニュアルについ

て、砺波市のもの、これはホームページで公開されておりまして、形としては一番シンプ

ルなものでありますけれども、それを参考配付させていただきましたので、また確認をお

願いします。 

 以上です。 

【原委員長】 今ほどの事務局からの説明に対しまして、何かございますでしょうか。 

【大浦副委員長】 これ、砺波市のホームページで出していると言われたじゃないですか。

それって市民に知らせるべきものだという認識で砺波市さんは出されているか、ちょっと

分かりますか。 

【落合局長】 砺波市さんに、ホームページで公開しているものの趣旨というのはちょっ

と確認してはおりませんけれども、基本条例にうたっている中のものでありますので、砺

波市さん、南砺市さんはホームページで公開されております。 

【原委員長】 よろしいですか。 

【大浦副委員長】 目的は分からずということですね。 
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【落合局長】 趣旨は書いてあると思います。目的も書いてあると思います。 

【原委員長】 よろしいですか。 

【大浦副委員長】 はい。 

【原委員長】 ほかにありませんか。 

 （特になし） 

【原委員長】 それでは、最後に、閉会中の継続審査の申出についてお諮りいたします。 

本委員会において閉会中もなお継続して審査を行うため、滑川市議会会議規則第107条

の規定により、議長に対して閉会中の継続審査を申し出たいと思います。これにご異議ご

ざいませんでしょうか。 

 （異議なし） 

【原委員長】 ご異議がないようですので、そのようにさせていただきます。 

 以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

午前９時15分閉会 

 


